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医
療
費
は
、
被
保
険
者
の
所
得
区
分
に
応

じ
て
自
己
負
担
限
度
額
（
月
額
）
が
設
け
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
超
え
て
支
払
っ
た
場
合
、

そ
の
超
過
額
が
受
診
月
の
お
よ
そ
３
ヵ
月
後

に
、
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
別
途
、
申
請
案
内
が
あ
り
ま
す
）

　

今
ま
で
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
の
支
払

い
は
、
入
院
に
限
り
こ
の
限
度
額
ま
で
で

あ
っ
た
の
が
、
４
月
1
日
か
ら
外
来
で
受
診

す
る
際
も
、
１
ヵ
月
当
た
り
の
医
療
機
関
ご

と
の
支
払
い
が
、
所
得
区
分
に
応
じ
た
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。（
上
表
参
照
）

適
用
を
受
け
る
た
め
の
手
続
き

　

こ
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
で
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
の
提
示
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
下
表
を
参
考
に
住
民
保
険
課
国
保

医
療
・
年
金
係
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
係

の
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

泫
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
、
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
は
交
付
で

き
ま
せ
ん
。

4
月
1
日
か
ら
、
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
、

窓
口
で
の
支
払
が
一
定
の
金
額
に
と
ど
め
ら
れ
ま
す

　

現
在
、
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け
た
と
き
、
1
ヵ
月
の
窓
口
負
担
が
自
己
限
度
額
以
上

に
な
っ
た
場
合
で
も
、
一
旦
そ
の
額
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

4
月
1
日
か
ら
は
、
限
度
額
を
超
え
る
分
を
窓
口
で
支
払
う
必
要
は
な
く
な
り
ま
す
。

高額な外来診療受診者 事前の手続き 病院・薬局などで
70 歳未満の人
70歳以上 75歳未満で

　住民税非課税世帯の人

住民保険課国保医療・年金係に「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
申請に必要なもの　印鑑、被保険者証

被保険者証と限度額適用・標準負
担額減額認定証を窓口に提示して
ください。

75歳以上で
　住民税非課税世帯の人

住民保険課後期高齢者医療係に「限度額適用・標
準負担額減額認定証」の交付を申請してください。
申請に必要なもの　印鑑、被保険者証

被保険者証と限度額適用・標準負
担額減額認定証を窓口に提示して
ください。

70歳以上 75歳未満で
　住民税非課税世帯でない人

必要ありません。 被保険者証と高齢受給者証を
窓口に提示してください。

75歳以上で
　住民税非課税世帯でない人

必要ありません。 被保険者証を
窓口に提示してください。

窓口の負担割合 所得区分 外来（個人ごとの限度額）
3 割 現役並み所得者 44,400 円

1割
一般 12,000 円
住民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ 8,000 円
低所得者Ⅰ 8,000 円

所得区分
自己負担限度額

1年で 3回目まで 4回目以降
上位所得者 150,000円＋（総医療費－500,000円）×1％ 83,400 円
一般 80,100 円＋（総医療費－ 267,000 円）×1％ 44,400 円
住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

70 歳未満の人の場合

70歳以上の人の場合

3 月 31 日まで 4月 1日から
Ａ病院 10,000 円 8,000 円
Ｂ薬局 5,000 円 5,000 円
合　計 15,000 円 13,000 円

例低所得者Ⅱで外来受診のみの場合の医療費
窓口で支払う金額

後日、高額療養費として支給される金額（窓口負担金額－自己負担限度額）

15,000 円－ 8,000 円 13,000 円－ 8,000 円
7,000 円 5,000 円

外来受診の自己負担限度額（月額）と医療費の計算例

事前の手続きと医療機関などでの提示方法

※（　）内が 0未満の場合は、それぞれ 150,000 円、80,100 円が限度額です。

住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係

☎
34
・
2
0
9
7

住
民
保
険
課
後
期
高
齢
者
医
療
係

☎
34
・
2
0
9
6

限度額適用・標準負担額減額
認定証の提示が必要です。

国民健康保険・後期高齢者医療制度に
加入している皆さんへ

1 医療機関当たりの
支払額が限度額まで
になります。
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被
保
険
者
証
の
有
効
期
限

平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で

　

た
だ
し
、
次
の
人
は
有
効
期
限
が
短
く
な

り
ま
す
。

年
度
途
中
で
75
歳
に
な
る
人

有
効
期
限
　

誕
生
日
の
前
日

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行
す
る
た
め
。

退
職
者
医
療
に
該
当
し
年
度
途
中
で
65
歳

に
な
る
人
（
退
職
被
保
険
者
の
場
合
は
そ

の
被
扶
養
者
を
含
む
）

有
効
期
限
　

65
歳
の
誕
生
日
の
月
末
（
1

日
生
ま
れ
の
人
は
前
月
の
月
末
）

※
一
般
の
被
保
険
者
証
へ
切
り
替
わ
る
た
め
。

対
象
者
に
は
新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付

し
ま
す
。

交
付
方
法

保
険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

　

３
月
下
旬
に
新
し
い
被
保
険
者
証
を
簡
易

書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
の
で
、
受
領
印
と

引
き
換
え
に
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

　

不
在
の
場
合
は
、「
郵
便
物
お
預
か
り
の

お
知
ら
せ
」
が
配
達
さ
れ
ま
す
の
で
、
こ
れ

と
印
鑑
・
本
人
確
認
の
で
き
る
も
の
を
持
っ

て
、
日
本
郵
便
田
原
本
支
店
で
受
け
取
る
か
、

配
達
希
望
日
を
記
入
し
て
ポ
ス
ト
に
入
れ
て

く
だ
さ
い
。

　

万
一
、
被
保
険
者
証
が
届
か
な
い
場
合
や

内
容
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、
住
民
保
険
課

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

保
険
税
に
未
納
が
あ
る
世
帯

　

保
険
税
に
未
納
が
あ
る
場
合
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
を
郵
送
し
ま
せ
ん
。

　

世
帯
主
か
世
帯
主
の
委
任
を
受
け
た
代
理

人
が
、
住
民
保
険
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

未
納
保
険
税
に
つ
い
て
納
税
、
納
税
相
談

を
し
た
う
え
で
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

口
座
振
替
の
ご
案
内

　

保
険
税
の
納
付
に
は
口
座
振
替
が
便
利
で

す
。
一
度
手
続
き
を
す
る
と
、
指
定
さ
れ
た

預
金
口
座
か
ら
納
付
期
日
に
合
わ
せ
て
自
動

的
に
保
険
税
が
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
。

　

希
望
す
る
場
合
は
町
指
定
の
金
融
機
関
に
、

保
険
税
の
納
付
書
、
通
帳
、
通
帳
の
届
出
印

を
持
っ
て
、
窓
口
に
備
え
て
あ
る
依
頼
書
に

必
要
事
項
を
記
入
し
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※
町
外
の
金
融
機
関
な
ど
の
窓
口
に
は
依
頼

書
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
税
務
課
（
☎

34
・
２
１
１
１
）
へ
事
前
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

自
己
負
担
割
合
増
の
凍
結
期
間
が

更
に
１
年
延
長
さ
れ
ま
す

　

制
度
改
正
に
伴
い
70
歳
か
ら
74
歳
の
人
の

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
に
つ
い
て
は
、
現

在
１
割
負
担
の
人
は
２
割
負
担
に
見
直
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
24
年

４
月
か
ら
も
１
年
間
、
自
己
負
担
が
１
割
に

据
え
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

※
現
役
並
み
所
得
者
で
あ
る
３
割
負
担
の
人

は
除
き
ま
す
。

高
齢
受
給
者
証
を
３
月
中
に
送
付
し
ま
す

　

対
象
と
な
る
国
保
加
入
者
に
は
３
月
中
に

４
月
以
降
の
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。
新

し
い
受
給
者
証
が
届
い
た
人
は
、
４
月
以
降
、

現
在
お
使
い
の
受
給
者
証
を
住
民
保
険
課
へ

返
却
し
て
い
た
だ
く
か
、
裁
断
す
る
な
ど
ご

本
人
で
確
実
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。　

　

こ
の
受
給
者
証
は
、
毎
年
８
月
切
り
替
え

と
な
り
ま
す
の
で
、
今
回
送
付
す
る
受
給
者

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
と
な
っ
て
い
ま

す
。（
７
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
る
人
は

誕
生
日
の
前
日
ま
で
）

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
住
民
保
険
課
国
保
医
療
・
年
金
係

☎
34
・
2
0
9
7

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
（
国

保
）
被
保
険
者
証
は
、
3
月
31
日
ま
で

し
か
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
伴
い
、
4
月
1
日
か
ら
の
新
し
い
被

保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
現
在
お
使
い
の
被
保
険
者
証
は
、

4
月
以
降
に
住
民
保
険
課
へ
返
却
し
て

い
た
だ
く
か
、
裁
断
す
る
な
ど
ご
本
人

で
確
実
に
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

国民健康保険に
加入している皆さんへ

▲新しい被保険者証




